
幹部会報告事項 

令和7年1月14日 

総 務 局 

事 

項 

シ ティ プ ロ モ ーシ ョ ン のブ ラ ン ド ロ ゴ 投票について 

内 
 

 
 

容 

 

１  趣旨 

  ブ ラ ン ド コ ン セプ ト 「 やさ し い大都市」 を 表現し た３ つの案から 、 市

民等によ る 投票によ り ブ ラ ン ド ロ ゴ を 決定し ま す。  

職員の皆様も 積極的に投票いただく と と も に、 ご 家族や友人等にも 投

票を 呼びかけていただく など 、 ご協力を お願いいたし ま す。  

 

２  投票期間 

  令和７ 年１ 月６ 日（ 月） から １ 月２ ６ 日まで  

 

３  投票方法 

  オン ラ イ ン にて実施し ています。  

（ URL） ht t ps: //f or ms. gl e/wSt mvXhng1ZEFGi N8 

 

４  その他 

  結果については、 令和7年3月頃に公表を 予定し ていま す。  

備 

考 

本件は、 令和6年12月24日に市政記者ク ラ ブ に資料提供し ま し た。  

（ 企画部企画課シテ ィ プ ロ モーショ ン 推進担当 内線 4450）  

 

http://#


✉



幹部会報告事項 

令和7年1月14日 

総   務   局 

事 

項 
中田副市長の海外出張について 

内 

 

 

 

 

容 

 

 １ 期間 

  令和７年１月１９日（日）～１月２２日（水） 

 

 ２ 出張の目的 

 フィリピン・マニラにおいて航空会社はじめ関係機関を訪問し、

エアポートセールス等、路線拡充のための働きかけを行う。 

 

 ３ エアポートセールス内容 

  フィリピン航空 ▶ セブ路線の復便、マニラ路線の機材大型化 
  セブ・パシフィック航空  ▶ セブ路線の新規就航、マニラ路線の機材大型化 
 

 ４ 行程（予定） 

１月１９日（日） 中部国際空港発（13:20 発 PR437 便） 

マニラ着（16:50 着） 

１月２０日（月） フィリピン航空本社訪問 

セブ・パシフィック航空本社訪問 

日本政府観光局マニラ事務所訪問 

１月２１日（火） 在フィリピン日本国大使館表敬訪問 

ニノイ・アキノ国際空港視察 

トヨタ・モーター・フィリピン訪問 

１月２２日（水） マニラ発（7:35 発 PR438 便） 

中部国際空港着（12:15 着） 

 

 

 

 

備 

考 
本件は、本日市政記者クラブに資料提供します。 

（総務局総合調整部空港対策課 内線 2224） 



 

幹 部 会 報 告 事 項 

令和 7 年 1 月 14 日 

経   済   局 

事 

項 

「Hatch
ハ ッ チ

 Technology
テ ク ノ ロ ジ ー

 NAGOYA
ナ ゴ ヤ

」における先進技術を用いた社会実証プロジェクト

について 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
容 

「Hatch Technology NAGOYA」課題提示型支援事業では、本市が提示する課題

に対して先進技術を活用した実証実験を実施しております。 

この度、下記のとおり、2 件について実証実験に係る現地見学会を実施します

ので、お知らせします。 

記 

 

１ 名古屋の水辺における脱炭素・騒音軽減における電動推進機の有用性検証 

(1) プロジェクトの概要 

本プロジェクトでは、先進的な電動推進機を搭載した次世代操船システ

ムを用いて、中川運河での実証実験に取り組んでいます。CO2 排出量や騒音

などの環境性能、航続距離や充電時間など運用上の性能について、測定・

評価を実施しています。大きな川幅を持ち、ビル風の影響を受けやすい運

河上での実地検証は初めての試みであり、大都市圏の運河という特徴を活

かして、水上交通としての実用可能性の検証を進めています。また、電動

推進機の圧倒的な静穏性・低振動性を活かし、船上からの音楽ライブ鑑賞

や航路周辺のガイドなど乗客に新たな水上モビリティ体験を提供すること

で、名古屋の水辺の魅力向上に寄与することもプロジェクトの狙いのひと

つとしています。 

区  分 社会課題（グリーン化） 

実証課題 
持続可能な未来の水辺を楽しみたい！ 

最新技術を使ってなごやの水辺の魅力を創出したい 

課題担当課 住宅都市局 まちづくり企画部 名港開発振興課 

実証事業者 
株式会社ダイイチ(三重県津市) 

ヤマハ発動機株式会社（静岡県磐田市） 

(2) 現地見学会の概要 

日  時 令和 7 年 1 月 17 日（金）10 時 00 分～12 時 00 分 

会  場 
クルーズ名古屋乗船券売り場 

（中川区運河町 2 ささしまライブ桟橋 水上バス乗り場） 

内  容 

・実証プロジェクトの概要説明 

・次世代電動操船システム HARMO の詳細及び技術の説明 

・HARMO 搭載船の走行実験（中川運河の海上走行） 

・質疑応答 

 



 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容 

(3) 使用する技術 

   HARMO（ハルモ）は、環境に配慮した次世代電動   

操船システムで、電動モーターを搭載した電動推進

機は従来のガソリンエンジンと比較して、CO2 排出

量や航行時の騒音・振動を大幅に低減できる特長を

有しています。細やかな操船を可能にするステアリ

ングシステムと合わせ、湖畔や河川などでの低速航

行において優れた性能を発揮します。 

 

２ 生成 AI 技術を用いた名古屋市科学館における多言語対応の有用性実証 

(1) プロジェクトの概要 

本プロジェクトでは、最新の生成 AI 機能や自動翻訳技術を用いること

で、館内展示の多言語対応を試みました。特に、複数の出演者による生の

実験ショーを行うサイエンスステージでのリアルタイム翻訳や、体験型展

示の着目ポイントや使い方を伝える解説動画の付与など、来館者が自ら学

び楽しめるための仕組みについて重点的に取り組んでいます。 

区  分 行政課題 

実証課題 
外国人のお客様も「みて、ふれて、たしかめて」が 

できる科学館へ！多言語対応を実現したい！ 

課題担当課 教育委員会事務局 科学館 総務課 

実証事業者 株式会社 Algomatic(東京都港区) 

 

(2) 現地見学会の概要 

日  時 令和 7 年 1 月 16 日（木）13 時 00 分～15 時 00 分 

会  場 名古屋市科学館（名古屋市中区栄 2 丁目 17 1） 

内  容 

・実証プロジェクトの概要説明 

・生成 AI による翻訳技術の説明 

・体験型展示（サイエンスステージ）のリアルタイム 

  翻訳の実演 

・質疑応答 

 

(3) 使用する技術 

従来の AI 翻訳技術は、人間のように文脈まで理解した自然な翻訳を実現

することはできませんでした。本プロジェクトにおいては、自然でハイク

オリティな翻訳を目指して最新の生成 AI 技術を活用した独自の AI翻訳エン

ジンを開発し、科学館特有の専門用語等を文脈から認識することで正確か

つスピーディーな翻訳へつなげています。これにより、インタビューや掛

け合いの会話のような複雑な状況でも、滑らかで正確なリアルタイム翻訳

を実現しました。 

 



 

 

３ 先進技術社会実証支援事業「 Hatch Technology NAGOYA」とは 

  「Hatch Technology NAGOYA」課題提示型支援事業とは、庁

内から集めた行政課題や社会課題に対して、先進技術を活用

した解決策を企業等から広く募集し、選定した実証プロジェ

クトに対する費用の一部負担や、専門家によるマネジメント

等の支援を実施するものです。詳細については、公式ウェブ

サイトをご参照ください。 

https://www.hatch-tech-nagoya.jp/solution/  

  

（参考）プロジェクト一覧 

 
 ※他 6件の実証プロジェクトにつきましても、順次、実証に係る見学会や発表

会等の機会を設け、市政記者クラブ等への資料提供を行います。 

 

課題名 所管課 
ストレスを可視化して、職員のメンタルヘルス不調を未
然に防止したい！ 

総務局 

安全衛生課 

違法で危険な”盛土”を早期発見！衛星データや AI を
活用し効率的に監視したい 

住宅都市局 

開発指導課 

交通事故ゼロの未来へ！新技術で実現する道路維持管理 
緑政土木局 

道路維持課 

外国人のお客様も「みて、ふれて、たしかめて」ができ
る科学館へ！多言語対応を実現したい！ 

教育委員会事務局 

科学館 総務課 

持続可能な未来の水辺を楽しみたい！最新技術を使って
なごやの水辺の魅力を創出したい【グリーン化】 

住宅都市局 

名港開発振興課 

混雑予測でトイレ・飲食店の混雑を緩和し、ポートメッ
セなごやの満足度 UP を目指したい【ＤＸ】 

観光文化交流局 

ＭＩＣＥ推進課 

地域活動に対する思いを可視化して、参加したくなる地
域活動づくりへ！ 

スポーツ市民局 

地域振興課 

データで自転車通行空間の効果と課題を可視化し、快適
に走れるナゴヤへ 

緑政土木局 

自転車利用課 

備 

考 

本件は、令和 7 年 1 月 10 日付け市政記者クラブ及び経済記者クラブへ資料提供

しました。 

（経済局ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部次世代産業振興課 内線 2418） 

http://#


幹 部 会 報 告 事 項 

令和 7 年 1 月 14 日 

環 境 局 

事
項 

杉野副市長の海外出張について 

内 
 
 

容 

 

１ 出張の目的 

名古屋市の環境分野に関する取組みが評価され、リトアニア・ヴィリ

ニュス市において開催される「欧州グリーン首都賞 2025 オープニング

セレモニー（※）」へ招待を受けたため、式典等へ出席するほか、現地に

おける環境分野の先進的取組み等の視察などを行います。 

 

 

２ 期 間 

  令和７年１月２０日（月）～１月２７日（月） 

 

 

３ 主な用務 

  ・欧州グリーン首都賞 2025 オープニングセレモニーへの出席 

  ・現地における環境分野の先進的取組み等の視察 など 

 

 

（※）欧州グリーン首都賞 

ＥＵの欧州委員会環境局が２００８年に創設した、より環境に優し

く持続可能な未来への移行に向けた地域の取り組みを評価し、表彰す

る環境分野の自治体賞。毎年１都市が選出され、２０２５年はリトア

ニア・ヴィリニュス市が「欧州グリーン首都」に選出されている。 

備
考 

本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供します。 

（環境局環境企画部環境企画課 内線 2669）



幹部会報告事 項 

令和 7年 1月 14 日 

健 康 福 祉 局 

（生活衛生部環境薬務課 内線 2651） 

事 

項 

オーバードーズ防止啓発について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

１ 趣旨 

    近年、一部の青少年の間で市販薬を一度に大量に服用する過量服薬（オーバ

ードーズ、ＯＤ）が広がっています。 

  この度、一般社団法人名古屋市薬剤師会及び名古屋ダイヤモンドドルフィン

ズ（Ｂ.ＬＥＡＧＵＥ Ｂ１リーグ所属 プロバスケットボールチーム）とコラ

ボレーションしたオーバードーズ防止啓発を以下のとおり実施します。 

 

２ 実施内容 

名古屋ダイヤモンドドルフィンズに所属する齋藤拓実選手を起用した啓発

を以下のとおり行います。 

（１）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ試合会場での啓発 

  ア 日時：令和 7 年 1 月 25 日（土）12 時～ 

  イ 場所：ドルフィンズアリーナ（名古屋市中区二の丸 1 番 1 号） 

  ウ 内容：入場口にて啓発グッズ（オリジナルクリアファイル）を配布 

       （来場者先着 3,000 名、なくなり次第終了） 

    ＜参考＞ 

     令和 7 年 1 月 25 日（土）15 時 5 分試合開始（予定） 

     名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 対 大阪エヴェッサ 

 

（２）各種媒体を活用した啓発 

  ア ポスター 

    ・掲出時期：令和 7 年 1 月 6 日（月）から 

    ・掲出場所：市内中学校、高等学校、大学、専門学校、 

          名古屋市薬剤師会加盟薬局、 

ドラッグストア 他 

    イ ＳＮＳ広告 

    ・配信媒体：Instagram 

        ・配信時期：令和 7 年 1 月 1 日（水）から 1 月 31 日まで（金） 

    ・配信対象：名古屋市内の 13～29 歳 

  ウ 地下鉄車内広告（横枠） 

    ・掲出時期：令和 7 年 1 月 20 日（月）から 1 月 26 日まで（日） 

    ・掲出車両：全線（東山線、名城線・名港線の一部車両を除く） 

備 

考 

本件は、 本日市政記者クラブへ資料提供します。 



 

幹 部 会 報 告 事 項 

令和 7 年 1 月 14 日 

住 宅 都 市 局 

事

項 

キリンビバレッジ株式会社ほか 3 者との“中川運河再生社会実験「PALET.NU」に

おけるまちづくり活動に関する協定”の締結について 

内 
 
 
 
 

容 

中川運河再生社会実験「PALET.NU」において、さらなるにぎわいの創出と地域

の活性化を図るため、キリンビバレッジ株式会社の事業を通じた社会課題の解決

への取組みと連携し、協定を締結します。 

１．協定について 

〔協定の内容〕 

① キリンビバレッジ株式会社の製品を活かした、

「PALET.NU」でのにぎわい創出に関すること 

・免疫ケアセミナーなど市民の健康づくり支援 

・紅茶セミナーなど食を楽しむ場の支援 ほか 

② みまもり・災害支援機能付き自動販売機の設置による 

安心・安全なまちづくりへの寄与 

  ・自動販売機の設置により「PALET.NU」の利便性が向上 

  ・小型カメラを搭載することによりまちの安全・安心を

見守る環境を提供 

  ・災害時等に、鍵ひとつで夏は冷たい・冬はあたたかい

飲料を提供 

〔協定締結者〕 

・キリンビバレッジ株式会社 

・中部キリンビバレッジサービス株式会社 

・名古屋市 

・名古屋港管理組合 

・（公財）名古屋まちづくり公社 

２．協定締結式・自動販売機の除幕式について 

〔日時・場所〕 

令和 7年 1月 23 日（木）10 時 30 分から 11 時 00 分 

名古屋市中川区広川町 5丁目地先 

〔主な出席者〕 

 ・キリンビバレッジ株式会社 執行役員 中部圏統括本部長  小林 雅敬 

 ・中部キリンビバレッジサービス株式会社 代表取締役社長  加藤 直樹 

 ・名古屋市 住宅都市局担当局長（まちづくり推進） 坂本 敏彦 

 ・名古屋港管理組合 建設部担当部長（総合開発担当） 木村 文彦 

 ・（公財）名古屋まちづくり公社 理事長  鈴木 英文 

 

※写真はイメージです 



 

内 
 
 
 
 

容 

［参考：中川運河再生社会実験「PALET.NU」］ 

名古屋市と名古屋港管理組合は、中川運河再生計画

に基づき、運河の歴史的役割を尊重しながら、広大な

水辺に新たな価値や役割を見出し、うるおいや憩い、

にぎわいをもたらす運河へと再生をめざしています。 

本社会実験では、「PALET.NU」を拠点として、誰も

が気軽に立ち寄ることができ、運河の魅力を学び・体

感できる様々なコンテンツやイベント等の開催の場を

提供しています。 

「PALET.NU」の運営を通じて、多様な主体が交流し、

協働することで、新たな賑わいを創出する拠点形成に必

要となる要件等について検証しています。 

〔拠点運営〕令和 6年 9月 6日（金）から令和 7年 3月 31 日（月） 

      営業時間 10 時から 17 時、毎週水・木曜日定休 

 ※イベントにより変更あり 

〔場  所〕中川区広川町 5丁目地先 

〔実施主体〕名古屋市、名古屋港管理組合、（公財）名古屋まちづくり公社 

 

［参考：みまもり・災害支援機能付き自動販売機の概要］ 

〔災害対応自販機について〕 

普段は通常の飲料自販機として活用され、「キースイッチ」を回すと全ての購入

ボタンが点灯し、ボタンを押すと商品が搬出されます。災害や緊急事態などの

非常時に活躍します。 

※通電状態にある場合に限ります 

〔キリン「みまもり自販機」について〕 

目的：「まちの安全・安心をみまもる」（＝地域社会への貢献） 

自動販売機に小型カメラを搭載することを通し「まちの安全・安心をみまもる」

ことができます。 

特徴 

①画質の良さ：夜間でもカラーの撮影が可能 

②目線の高さのカメラ：帽子や傘があってもヒトの特徴をとらえやすい 

③設置場所：自動販売機設置のスペースがあれば防犯カメラ設置可能 

④画像の管理：画像管理、カメラの保守点検、故障時の対応などカメラの運用

に関する全てをキリングループで行います。 

備

考 
本件は、本日、市政記者クラブへ資料提供します。 

（まちづくり企画部名港開発振興課 内線 2784） 



幹 部 会 報 告 事 項 
令和７年１月 14 日 

上 下 水 道 局 

事 

項 

「名古屋市上下水道経営プラン２０２８（改定版）（案）」にかかるパブリック

コメントの実施について 

内

容 

 

１ 趣 旨 

上下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくための中長期的な経営の

基本計画である「名古屋市上下水道経営プラン２０２８」について、計画期間後

半５年間の具体的な事業実施計画と収支計画を定める改定版（案）を策定しまし

た。 

つきましては、改定版（案）について広くご意見を募集するため、以下の通り

パブリックコメントを実施します。 

 

２ 意見募集期間 

 令和７年１月10日（金）から 令和７年２月10日（月）まで 

 

３ 閲覧場所 

各区役所情報コーナー、支所、市民情報センター、上下水道局営業センター・

営業所において閲覧用に配架、上下水道局公式ウェブサイトにて電子版を掲載 

※上記の場所で意見募集パンフレットを配布 

 

４ 意見の提出方法 

所定の意見提出様式または任意の様式にご意見を記入のうえ、郵送、電子メー

ル、FAX、持参のいずれかの方法で提出、またはインターネットの専用フォーム（局

公式ウェブサイトにリンクを掲載）にて提出 

 

 

 

５ その他 

令和７年２月２日（日）に開催する「なごや水道・下水道連続シンポジウム」

（第４回）において、「名古屋の上下水道〜４つの戦略〜」と題して本計画（案）

を抜粋して紹介する予定としています。 

 

 

備 

考 

本件は、令和７年１月６日（月）に市政記者クラブに資料提供しました。 

 （企画経理部経営企画課 内線３６１２） 

局公式ウェブサイト 
（１月 10 日～） 

シンポジウムの 
詳細はこちら 
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「名古屋市上下水道経営プラン２０２８」（計画期間：令和元年度～令

和10年度）は、上下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくため

の中長期的な経営の基本計画です。 

計画期間後半５年間の具体的な事業実施計画と収支計画を定める改定

版（案）について、広くご意見を募集します。 

募集期間 

令和７年１月１０日 (金) ～ 

令和７年２月１０日 (月) 

 
詳細は、裏表紙（１６ページ）を 

ご覧ください。 

名古屋市上下水道経営プラン２０２８（改定版）（案） 

概要版 

ご意見を募集しています 

鍋屋上野浄水場 

露橋水処理センター 
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総論 

計画期間 令和元(2019)年度から令和10(2028)年度まで 

対象事業 名古屋市水道事業、名古屋市工業用水道事業、名古屋市下水道事業 

経営の基本理念 

信 頼 
～なごやの「水」を守り、この地域を支えます～ 

 

前半５年間の振り返り 

事業の進捗は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより一部遅れが生じた事業もありま

すが、おおむね計画通りに取り組みを進めました。 

一方、収支の状況は、料金収入が節水機器の普及などの影響により減少傾向にあり、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によりさらに大きく減少しました。コロナ禍からの社会経済活動の

正常化に伴い、料金収入は一定の回復もありますが、電力費や資材価格などの高騰の影響によ

り支出が増加し、収支は計画値よりも悪化しました。 

 

 

 

 

 

  

潮流・現況から戦略までの流れ 
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潮流・現況と長期的な事業運営方針 

名古屋市の上下水道事業を取り巻く潮流・現況を見ると、昭和 40 年代から 50 年代にかけて

整備した膨大な施設が今後一斉に老朽化を迎え改築・更新需要がピークを迎えるなかで、物価

高騰が経営に大きな影響を与えており、長期的には、名古屋市も本格的な人口減少局面を迎え

るなど、事業を取り巻く状況は極めて厳しく、まさに事業の持続可能性について改めて考えな

ければならない転換期にあると言えます。 

これを受け、資産、財源、人材、市民理解の４つの視点から、長期的な事業運営方針を整理

しました。 

 

課題の整理・戦略 

潮流・現況及び長期的な事業運営方針を踏まえ、課題を整理し、そこから導かれる４つの戦

略を示します。戦略は、導かれたテーマ（例：強靱な施設）を親しみやすい平易な言葉（例：

つよく）で表現しています。 

 

  

この図案は、各戦略の英語頭文字（Tender, Resilient, Urgent, Sustainable）を

つなげ、市民の皆さまとともに(Tied)、上下水道事業を継続的に発展（スパイラルアップ）

させ、基本理念である信頼（TRUST）へと至るイメージを表現しています。 

戦略のイメージ 

戦略 
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４つの戦略 

 

 

 

  アセットマネジメントに基づき、長期の視点をもって必要な投資を計画的かつ着実に行い

ます。 

  改築・更新と維持管理を効果的に組み合わせ、

長寿命化によるライフサイクルコストの低減

と将来にわたる施設の健全性確保に努めます。 

  人口減少社会に対応するため、施設管理の効率

化を目指し、施設のダウンサイジングや集約化

を進めます。 

  多様化・激甚化する災害に対応できるよう、地

震対策や下水道による浸水対策などを実施し、

強靱な施設へと機能向上を図ります。 

 

  安心・安全でおいしい水道水を安定供給するため、施設整備や水質管理などに総合的に取

り組むとともに、なごやの水道水の魅力向上に努めます。 

  下水道による河川や伊勢湾の水環境の向上に

取り組むほか、水辺を活用したまちづくりに貢

献します。 

  改築・更新にあわせた省エネルギー機器の導入

や再生可能エネルギーの有効活用などにより

脱炭素化を推進するとともに、上下水道の持つ

ポテンシャルを最大限活用することにより、Ｇ

Ｘの推進に貢献します。 

つよく ～強靱な施設～ 
戦略 

1 

やさしく ～おいしい水・健全な水循環～ 
戦略 

2 
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  上下水道一体となった応急活動体制の強化を

図るとともに、市民や地域による自助・共助の

取り組みを積極的に支援し、地域との連携によ

る防災力の向上を図ります。 

  過去の災害応援活動の教訓も踏まえて、被災都

市のみでは対応が困難な激甚災害に備え、他都

市や国、関係団体などとの連携による災害対応

体制を強化します。 

 

  必要となる費用に見合った水準、水の需要構造の変化に対応した体系を目指し、料金制度

の検討を行います。 

  人材育成による知識・技術・ノウハウの維持・向上と本市の出資法人である名古屋上下水

道総合サービス株式会社（ＮＡＷＳ）の活用により上下水道事業運営力を確実に継承する

とともに、官民連携による民間事業者の創意工夫の活用を図ることで、持続可能な事業運

営体制を構築します。 

  多様かつ高度化する課題に対応する

ため、デジタルの活用を前提とした

組織・風土へと変革するＤＸを推進

し、事業のスマート化を図ります。 

  市民の皆さまに事業への関心や理解

を深めていただき、オーナーとして

の視点をもって上下水道の将来をと

もに考えていただきながら事業を進

めます。 

戦略 

3 どんなときでも ～連携による危機管理～ 

いつまでも ～持続可能な経営基盤～ 
戦略 

4 
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事業実施計画 

 

 

施策(１) 強靱な施設整備の推進 

1-1 水道基幹施設の更新及び機能向上 

安全な水道水を継続して供給するため、老朽化した施設の

計画的な更新にあわせ、耐震化や省エネルギー化などの機能

向上を進めます。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

導水管の耐震化率 86.8％ 91.1％ 

配水池の耐震化率 95.3％ 100％ 

 

1-2 配水管の更新及び耐震化 

配水管ごとに、布設後の経過年数や埋設されている土壌の

腐食性等から老朽度を評価して更新の優先度を設定し、計画

的に更新及び耐震化を進めます。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

配水管の耐震化率 65％ 70％ 

 

1-3 下水道基幹施設の改築及び機能向上 

水処理センター等の改築にあわせて、施設の集約化、施設

規模の適正化、災害に備えた強靱化、脱炭素化などの機能向

上を進めます。水処理センターを４つのグループに分け、災

害時や改築時における汚水の融通を踏まえ再構築を進めま

す。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

計画期間内に戦略的改築する設備 

における温室効果ガス排出削減量 

（令和５(2023)年度比） 

- 15％ 

大規模地震発生時における水処理 

センターの汚水処理可能割合 
80％ 83％ 

つよく ～強靱な施設～ 

戦略 

1 

春日井浄水場凝集沈澱池の 

更新工事 

配水管の更新 

水処理センターの分類 
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1-4 下水管の改築及び耐震化 

定期的に実施する下水管内調査の結果を踏まえた老朽度

の高いものや、地震対策上の優先度の高いものから計画的に

改築及び耐震化を進めます。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

重要な下水管の耐震化率 90％ 93％ 

 

 

1-5 下水道による浸水対策 

名古屋市総合排水計画に基づき、１時間63mmの降雨に対し

て浸水被害をおおむね解消するとともに、１時間約100mmの

降雨に対して床上浸水をおおむね解消することを目指して

下水道施設の整備を進めます。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

下水道による浸水対策を進める 

重点地区の整備率 
64.2％ 70％ 

 

  

下水管の改築 

能力増強した雨水ポンプ 
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施策(２) 施設の健全性を確保する維持管理 

2-1 水道基幹施設の維持管理 

浄水場、配水場、導・送水管などの水道基幹施設について、

点検・調査を実施するとともに、過去の点検・故障・修繕等

のデータに基づいた修繕を計画的に実施するなど適切な維

持管理を行うことで良好な状態に維持し、長寿命化を図りま

す。 

 

 

2-2 配水管の維持管理 

配水管及び付属設備を良好な状態に保つため、点検・調査を計画的に実施するとともに、

修繕などを適切に行います。 

 

2-3 下水道基幹施設の維持管理 

水処理センター、ポンプ所などの下水道基幹施設について、点検・調査を実施するととも

に、過去の点検・故障・修繕等のデータに基づいた修繕を計画的に実施するなど適切な維持

管理を行うことで良好な状態に維持し、長寿命化を図ります。 

 

2-4 下水管の維持管理 

下水管及び付属設備を良好な状態に保つため、点検・調査

を計画的に実施するとともに、適切な修繕を行うことで予防

保全に努めます。 

 

  

路面下の空洞調査 

電気設備の点検 
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施策(３) 良質な水源を活かした安全でおいしい水道水の安定供給 

3-1 水道水の安全性・安定性の向上 

水源からじゃ口までの一体管理により、水源水質の急変などのリスクに的確に対応し、水

道水の安全性・安定性の向上を図ります。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

水道水の安全性に関する総ト

リハロメタンが水質基準の半

分以下で管理されている割合 

100％ 100％ 

 

3-2 水道水の品質管理 

残留塩素濃度の適正管理や直結給水の普及、貯水槽水道の

点検・指導などにより、水道水の総合的な品質管理に努めま

す。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

なごやの水道水がおいしいと

感じている市民の割合 
79.3％ 85％ 

小規模貯水槽水道の水質や構造 

に関する点検・指導実施率 

３巡目 

66.6％ 

４巡目 

60％ 

 

3-3 安心・安全でおいしい水道水のＰＲ 

安心・安全でおいしい水道水を支える取り組みなどの情報

を発信するとともに、水道水のおいしさを実感いただく機会

を広げ、魅力を伝えます。 

 

 

 

 

3-4 木曽三川流域連携の推進 

木曽三川流域連携事業を通じて自治体相互の連携を強化するとともに、持続可能な地域経

済の振興や水環境保全に対する住民参加の促進を図ります。 

 

  

やさしく ～おいしい水・健全な水循環～ 
戦略 

2 

常設型金鯱水 

貯水槽の点検 
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施策(４) 健全な水環境の創出とＧＸの推進 

4-1 下水道による水環境の向上 

合流式下水道におけるさらなる水質浄化や、高度処理の導入などに取り組み、下水道によ

る水環境の向上を図ります。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

下水道処理人口普及率 99.4％ 99.5％ 

 

4-2 汚水排出の適正化に向けた啓発・指導 

悪臭発生の防止や下水道の正常な機能の維持のため、適正な下水道の使用に向けた啓発・

指導等に努めます。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

啓発活動（地下排水槽・油阻集器 

・ディスポーザ）の実施率 

２巡目 

75.8％ 

３巡目 

100％ 

 

4-3 温室効果ガスの排出削減 

施設の改築などにあわせた省エネルギー機器の導入などにより、温室効果ガスの排出量を

削減します。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

温室効果ガスの排出削減量 

（平成25(2013)年度比） 
14.7％削減 35％削減 

 

4-4 再生可能エネルギー及び資源の有効活用 

太陽光などの再生可能エネルギーのほか、下水汚泥や下水

再生水などの資源の有効活用を図ります。 

 

  

下水汚泥から製造した 

固形燃料化物 
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施策(５) 災害対応力の強化 

5-1 地域と連携した防災・減災力の向上 

地域と協働した防災訓練の実施、「自助・共助」の啓発の

取り組みなどにより、地域と連携した防災・減災力の向上を

図ります。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

地下式給水栓操作講習会の 

受講者数（累積） 
1,119人 1,700人 

 

5-2 応急活動体制の強化 

災害時の迅速な情報共有の仕組みの構築や、長時間の停電

に対応した設備の機能強化など、災害時に耐えうるよう応急

活動体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

5-3 大雨に関する防災情報等の普及・啓発 

市民や事業者の皆さまに対し、大雨に関する防災情報等の普及・啓発に努めることで、浸

水被害の軽減につなげます。 

 

  

戦略 

3 どんなときでも ～連携による危機管理～ 

防災訓練の様子 

名水協との防災訓練 
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施策(６) 民間企業や他都市等との連携強化 

6-1 民間企業等との連携強化 

大規模災害発生時でも事業を継続できるよう、民間企業や

団体と防災訓練を実施するなど、連携強化を図ります。 

 

 

 

 

 

6-2 他都市等との連携強化 

被災都市のみでは対応できないような大規模災害発生時

の円滑な支援・受援に備え、他都市等とのさまざまな枠組み

による連携を強化します。 

 

  

防災イベントでの啓発 

（ＮＡＷＳと共同実施） 

横浜市との合同防災訓練 
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施策(７) 経営改善の推進 

7-1 料金制度の見直し・収益の確保 

持続可能な財政基盤の構築を目指し、料金制度の見直しの検討や収益確保に向けた取り組

みを進めます。 

 

7-2 事業運営体制の再構築 

組織の再編や民間事業者の優れた技術・ノウハウの活用により、将来を見据えた事業運営

体制の構築を推進します。 

 

7-3 ＮＡＷＳの活用 

事業運営体制の構築に向け、ＮＡＷＳを公の存在の一部として積極的に活用します。 

 

 

施策(８) 人材の育成と技術力を活かした貢献 

8-1 人材育成の推進 

職員の能力を十分に発揮できる組織・職場づくりを進めるとともに、これまで培ってきた

技術力を維持・向上させるなど、人材育成の推進を図ります。 

 

8-2 技術力を活かした広域連携・国際協力の推進 

近隣上下水道事業体の基盤強化に資するため、広域的な視

点から支援や連携強化に取り組むとともに、開発途上国での

健全な水循環の構築など国際的な課題解決の一助を担うよ

う国際協力を推進します。 

 

8-3 職場環境の向上と適正な事務執行 

安全活動や健康管理を推進し職場環境の向上を図ると

ともに、コンプライアンス意識の徹底などによる事務の

適正な執行に努めます。 

 

  

いつまでも ～持続可能な経営基盤～ 
戦略 

4 

海外研修員に対する 

漏水修理の技術研修 
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施策(９) ＤＸの推進 

9-1 デジタル技術を活用した上下水道事業のスマート化 

データやデジタル技術を活用し、事業運営の効率化とお客さまサービスの向上を図り、多

様かつ高度化する課題に柔軟に対応します。 

 

9-2 デジタル技術を活用した事務のスマート化 

データやデジタル技術を効果的に活用し、業務の効率化や改善に取り組みます。 

 

 

施策(10) 市民の皆さまとの信頼の構築 

10-1 広報・広聴を通じた相互コミュニケーションの充実 

積極的かつ効果的な情報発信の取り組みに加え、お客さまニーズの的確な把握などにより、

相互コミュニケーションの充実を図ります。 

成果指標 
現状値 

令和５(2023)年度 
目標値 

令和10(2028)年度 

上下水道局が発信する情報を 

見かけたことがないお客さま 

の割合（アンケート調査） 

41.6％ 38.0％ 

 

10-2 お客さまサービスの向上 

インターネットを活用した新たなサービスの導入などにより、お客さまサービスの向上を

図ります。 

 

10-3 事業モニタリング環境の充実 

市民の皆さまに上下水道の将来をともに考えていただけ

るよう、事業に関する情報を公表するほか、審議会での継続

的な議論など事業モニタリング環境を充実させます。 

 

 

 

  
なごや水道・下水道 

シンポジウム 
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収支計画 

戦略に沿って実施する施策・事業を反映し、引き続き経費節減や収益の確保に努めつつ、施

設の改築・更新や災害対策などを着実に推進するために必要な維持管理費や建設改良費等を計

上しました。水道事業会計及び下水道事業会計については、計画期間中は純損失を計上する見

通しです。 

 

水道事業会計                                 （税抜、百万円） 

区    分 
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 
R8 

(2026) 
R9 

(2027) 
R10 

(2028) 

収 

入 

給 水 収 益 41,059 41,441 41,389 41,446 41,280 

そ の 他 8,386 8,448 7,654 7,638 7,826 

 計   49,445 49,889 49,043 49,084 49,106 

支 

出 

維 持 管 理 費 30,983 32,861 32,120 32,481 33,189 

資 本 費 19,346 19,722 20,174 20,728 21,276 

 計   50,329 52,583 52,294 53,208 54,465 

純 損 益 △ 884 △ 2,695 △ 3,251 △ 4,125 △ 5,359 

 

下水道事業会計                                （税抜、百万円） 

区    分 
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 
R8 

(2026) 
R9 

(2027) 
R10 

(2028) 

収 

入 

下 水 道 使 用 料 30,266 30,656 30,601 30,658 30,526 

雨水処理費負担金等 34,287 35,306 36,425 36,400 37,014 

そ の 他 10,126 9,704 10,027 10,881 10,640 

 計   74,679 75,666 77,052 77,940 78,180 

支 
出 

維 持 管 理 費 32,771 34,180 34,511 34,753 35,140 

資 本 費 43,348 44,351 45,588 46,344 47,122 

 計   76,119 78,531 80,099 81,098 82,262 

純 損 益 △ 1,440 △ 2,865 △ 3,046 △ 3,158 △ 4,082 

※四捨五入の関係で計数が合わない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市上下水道事業審議会からの答申について 

本市の水道事業・下水道事業はともに、現行の料金制度のま
までは毎年度純損失を計上する見通しとなるなど、非常に厳し
い経営状況にあります。名古屋市上下水道局では、学識経験者
や上下水道の利用者等で構成される審議会からいただいた答
申の内容を踏まえ、財源・料金のあり方の検討を進めています。 

答申の主な内容は以下の通りです。 

〇不足分を料金改定で賄う場合には、料金水準を水道・下水道
合計で 11.8%上げる必要があること 

〇生活用水への配慮の観点を踏まえながら、経営の持続性と負
担の公平性が両立できる料金体系を目指す必要があること 

事業運営に

必要な経費 水道料金又は

下水道使用料

料金不足分

水道・下水道合計

１１．８％の改定が必要となる

(料金不足額 約２９５億円)＊

水 道 … 11.2％(料金不足額 約161億円)＊

下水道 … 12.5％(料金不足額 約134億円)＊

＊上記収支計画にあわせた最新の数値
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パブリックコメントについて 

計画案の閲覧場所 

・各区役所情報コーナー、支所 

・市民情報センター（市役所西庁舎１階） 

・上下水道局営業センター、営業所 

・上下水道局公式ウェブサイト（https://www.water.city.nagoya.jp/） 

ご意見の提出方法 

郵送、電子メール、ＦＡＸ、インターネットのいずれかの方法でお送りいただくか、 

上下水道局経営企画課（市役所西庁舎７階）または営業センター・営業所へ直接お持ちください。 

・上下水道局公式ウェブサイトより、記入用の様式がダウンロードできます。 

・ご意見は任意の様式でもご提出いただけます。 

・電話、来庁などによる口頭でのお申し出につきましては受付できません。 

募集期間 

令和７年１月 10 日（金）から 令和７年２月 10 日（月）まで 

・郵送の場合は当日消印有効 

提出先・問い合わせ先 

名古屋市上下水道局 経営企画課 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

電 話 052-972-3612 

ＦＡＸ 052-961-0276 

電子メール plan2028@jogesuido.city.nagoya.lg.jp 

 

※ このパンフレットの点字版、音声変換用テキストファイルについては、上下水道局経営企画課
までお問い合わせください。 

※ お寄せいただいたご意見につきましては、後日取りまとめたものを本市の考え方とあわせて公
表します。個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。 

※ ご記入いただいた個人情報は、本業務以外での利用は一切行いません。 

 

（ご意見の記入例） 

 

住 所 □□ □□ 

氏 名 名古屋市○○区○○町○丁目○○ 

意 見 ●●●について 

 ●●●については、………… 

計画案の閲覧及び 

意見提出はこちらから 

このパンフレットは古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

http://#
http://#


                                 

幹 部 会 報 告 事 項 

                           令和 7 年 1 月 14 日 

教 育 委 員 会 

（新しい学校づくり推進課 211-8932） 
 

事

項 

不登校児童生徒の多様な学びの保障に向けた支援方策 Nagoya HEART Plan（なご

やハートプラン）（案）に対するパブリックコメントの実施について 

 

 

 

 

内 

   

 

 

 

 

 

 

容 

 

 

 

 

 

1 趣旨 

令和４年３月に策定した「不登校未然防止及び不登校児童生徒支援の方策」に基

づく取組を継続しつつ、誰一人取り残されない学びの保障を図るため策定する「不

登校児童生徒の多様な学びの保障に向けた支援方策 Nagoya HEART Plan（なごやハ

ートプラン）（案）」に対して市民の方からご意見を募集します。 

 

 

2 資料  

別添のとおり（ご意見提出用紙・支援方策（案）） 

 

 

3 募集期間 

令和 7年 1月 15 日（水）～令和 7年 2月 13 日（木）（必着） 

 

 

4 閲覧・配布場所 

・市民情報センター（市役所西庁舎１階） 

・各区役所情報コーナー、支所 

・各市立図書館 

・各区生涯学習センター 

・イーブルなごや 

・市教育センター 

・市教育支援センター など 

※市公式ウェブサイトにも掲載 

 

 

5 意見提出方法 

ご意見提出用紙（任意様式可）に必要事項を記入の上、郵送、ファクシミリ、

電子メール、直接持参のいずれかの方法により提出 

 

 

備

考 
本件は、令和 7年 1月 15 日（水）に市政記者クラブへ資料提供予定です。 























































幹 部 会 報 告 事 項

令和７年１月14日

名 古 屋 市 警 察 部

事項 令和６年の交通事故発生状況

１ 交通事故死者数 （）内は昨年同期比

〇 愛知県：141人（－４） 全国ワースト２位

東京：146(+10)、愛知：141(-4)、千葉：131(+4)、大阪：127(-21)、埼玉：113(-9)

〇 名古屋市：35人（＋１）

２ 死亡事故の特徴等

(1) 愛知県

内 〇 年 齢 別 ～ 高齢者：77人 一般成人：54人

〇 当事者別 ～ 歩行者：57人 自転車：23人

〇 類 型 別 ～ 横断中：36人 出合頭：21人

〇 道路形状別～ 交差点：67人 交差点付近：20人

(2) 名古屋市

〇 年 齢 別 ～ 高齢者：21人 一般成人：12人

〇 当事者別 ～ 歩行者：13人 自転車：12人

〇 類 型 別 ～ 横断中：11人 出合頭：８人

〇 道路形状別～ 交差点：24人 交差点付近：２人

容 ⇒ 高齢者対策、歩行者及び自転車対策、交差点対策が重要

３ 死亡事故の原因

〇 死亡事故139件（141人）のうち、第一当事者で一番多いのは、「自動車・

原付」の120件（86.3％）

〇 安全運転義務違反（前方不注意、操作不適等）が41.7％で最多

次いで、歩行者妨害等（18.3％）、信号無視（9.2％）

４ 交通事故抑止に向けて

〇 市民、県民一人一人が自らの安全を守るための交通行動を着実に実践して

いくことが重要

〇 警察だけでなく、自治体を始めとした社会総ぐるみの取組が不可欠



 

 

１　令和６年中の交通事故
～　６年連続で交通事故死者数ワースト１を回避　～

※　人身事故件数、負傷者数は暫定数である。

２　月別死者数（確定数）
～　12月中の死者は15人で、４人の増加　～

３　死者数の年別推移（確定数）

【注】　令和元年の数値は、平成31年のものを含む。

４　都道府県別死者数（確定数）
　

静

　

岡
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交 通 死 亡 事 故 発 生 状 況
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５　交通死亡事故の特徴（各表内訳については暫定数）

(1)　地域別 (2)　当事者別 (3)　主な事故類型別
　

～ 名古屋が多発増加 ～ ～ 歩行者が多発 ～ ～ 横断中が多発 ～

　

【注】　自転車死者のうち、ヘルメット非着用22人（95.7%） 　

                     　　　 うち、負傷主部位 ： 頭部14人（63.6%）

(4)　年齢層別 (5)　時間帯別 (6)　道路形状別

～ 高齢者が多発増加 ～ ～ 前夜が多発 ～ ～ 交差点が多発 ～

【注】　こども15歳以下、若者16歳～24歳

 　　 　一般25歳～64歳、高齢者65歳以上

(7)　法令違反別（第１原因） (8)　飲酒運転事故発生状況 (9)　シートベルト着用状況

～ 一般原付以上の信号無視、 ～ 飲酒運転死亡事故は３件 ～ ～ 非着用が11人 ～
歩行者妨害等が多発増加 ～

【注】 対象：一般原付以上の第一当事者
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